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○

多
極
分
散
型
国
土
形
成
促
進
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
八
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
百
四
十
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
振
興
拠
点
地
域
基
本
構
想
の
作
成
）

（
振
興
拠
点
地
域
基
本
構
想
の
作
成
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

振
興
拠
点
地
域
基
本
構
想
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も

２

振
興
拠
点
地
域
基
本
構
想
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
除
）

二

前
項
に
規
定
す
る
開
発
整
備
の
方
針
に
関
す
る
事
項

二
～
五

（
略
）

三
～
六

（
略
）

（
削
除
）

七

環
境
の
保
全
、
地
価
の
安
定
そ
の
他
前
項
に
規
定
す
る
開
発
整
備
に
際
し
配
慮

す
べ
き
事
項

３

前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
振
興
拠
点
地
域
基
本
構
想
に
お
い
て
は
、
次

（
新
設
）

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

一

第
一
項
に
規
定
す
る
開
発
整
備
の
方
針
に
関
す
る
事
項

二

環
境
の
保
全
、
地
価
の
安
定
そ
の
他
第
一
項
に
規
定
す
る
開
発
整
備
に
際
し
配

慮
す
べ
き
事
項

４
・
５

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
振
興
拠
点
地
域
基
本
構
想
の
同
意
）

（
振
興
拠
点
地
域
基
本
構
想
の
同
意
）

第
八
条

主
務
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
協
議
に
係
る
振
興
拠
点
地
域
基
本
構
想
が
同

第
八
条

主
務
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
協
議
に
係
る
振
興
拠
点
地
域
基
本
構
想
が
同

条
第
四
項
に
規
定
す
る
計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の
各

条
第
三
項
に
規
定
す
る
計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の
各
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号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
同
意
を
す
る
も
の
と
す
る
。

号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
同
意
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

都
道
府
県
は
、
振
興
拠
点
地
域
基
本
構
想
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た

３

都
道
府
県
は
、
振
興
拠
点
地
域
基
本
構
想
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
振
興
拠
点
地
域
基
本
構
想
の
変
更
）

（
振
興
拠
点
地
域
基
本
構
想
の
変
更
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

第
七
条
第
五
項
及
び
第
八
条
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

第
七
条
第
四
項
及
び
第
八
条
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
業
務
核
都
市
基
本
構
想
の
作
成
）

（
業
務
核
都
市
基
本
構
想
の
作
成
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

２

業
務
核
都
市
基
本
構
想
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の

２

業
務
核
都
市
基
本
構
想
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
除
）

二

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
整
備
の
方
針
に
関
す
る
事
項

二
～
五

（
略
）

三
～
六

（
略
）

（
削
除
）

七

環
境
の
保
全
、
地
価
の
安
定
そ
の
他
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
整
備
に
際
し
配

慮
す
べ
き
事
項

３

前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
業
務
核
都
市
基
本
構
想
に
お
い
て
は
、
次
に

（
新
設
）

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

一

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
整
備
の
方
針
に
関
す
る
事
項

二

環
境
の
保
全
、
地
価
の
安
定
そ
の
他
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
整
備
に
際
し
配
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慮
す
べ
き
事
項

４

（
略
）

３

（
略
）

（
業
務
核
都
市
基
本
構
想
の
同
意
）

（
業
務
核
都
市
基
本
構
想
の
同
意
）

第
二
十
四
条

主
務
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
協
議
に
係
る
業
務
核
都
市
基
本
構
想
が

第
二
十
四
条

主
務
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
協
議
に
係
る
業
務
核
都
市
基
本
構
想
が

次
の
各
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
同
意
を
す
る
も
の
と

次
の
各
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
同
意
を
す
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
業
務
核

二

前
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
業
務
核

都
市
基
本
方
針
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

都
市
基
本
方
針
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

都
県
は
、
業
務
核
都
市
基
本
構
想
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
と
き
は

３

都
県
は
、
業
務
核
都
市
基
本
構
想
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
と
き
は

、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
核
都
市
基
本
構
想
の
変
更
）

（
業
務
核
都
市
基
本
構
想
の
変
更
）

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）

２

第
二
十
三
条
第
四
項
及
び
前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

第
二
十
三
条
第
三
項
及
び
前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
主
務
大
臣
）

（
主
務
大
臣
）

第
三
十
五
条

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
十
五
条

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

振
興
拠
点
地
域
基
本
構
想
の
協
議
に
関
す
る
事
項
及
び
同
意
を
得
た
振
興
拠
点

一

振
興
拠
点
地
域
基
本
構
想
の
協
議
に
関
す
る
事
項
及
び
同
意
を
得
た
振
興
拠
点

地
域
基
本
構
想
の
円
滑
な
実
施
の
促
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通

地
域
基
本
構
想
の
円
滑
な
実
施
の
促
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
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大
臣
、
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
並
び

大
臣
、
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
並
び

に
当
該
振
興
拠
点
地
域
基
本
構
想
に
定
め
る
第
七
条
第
二
項
第
三
号
の
中
核
的
民

に
当
該
振
興
拠
点
地
域
基
本
構
想
に
定
め
る
第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
中
核
的
民

間
施
設
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
大
臣

間
施
設
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
大
臣

二

（
略
）

二

（
略
）


